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第１章 学校施設の長寿命化計画の背景・目的等      
 

第１節 背景                      
 

  山中湖村の学校施設は、本村の建物系公共施設の総延床面積の約 3割を有し、小学

校 2校、中学校 1校、教員住宅 3施設、給食センター1施設を保有しています。学校

施設全体で築 40年以上の建物が 39％、築 30年以上が 45%となり、老朽化による建

物の寿命や設備の不具合等の問題が顕在化しています。特に小学校２校については

「改築（建替え）」の必要性が同時に発生する恐れがあり、本村の財政に大きな負担

が予想されます。今後の児童・生徒数の推移や他の公共施設の維持管理を含めた検討

が必要となります。 

 

第２節 目的                      
 

  「山中湖村学校施設長寿命化計画（以下「本計画」という）」は、これまでの施設

整備の背景を踏まえ、長期的な視点を持ち、持続可能な学校施設の維持管理が行える

ように、長寿命化及び適切な更新、改修、改築等を検討します。文部科学省の学校施

設整備指針に基づき、学校施設の教育機能の強化を図ると共に、これらに要するコス

トの縮減及び財政負担の平準化を図ることを目的とします。 

  なお、本計画は「山中湖村公共施設等総合管理計画（以下「総合管理計画」という）」

（平成 28年 3月）を上位計画とし、学校施設の個別施設計画と位置づけます。総合

管理計画では、山中小学校教員住宅、東小学校教員住宅、山中湖中学校教員住宅の計

5施設は、その他の施設に分類されていますが、本計画では学校施設として計画しま

す。 

 

図 1-1 計画体系図 

  

山
中
湖
村
公
共
施
設
等
総
合
管
理
計
画 

  

山中湖村第４次長期総合計画   山中湖村学校施設長寿命化計画 

    

山中湖村人口ビジョン及び    ○○施設個別施設計画  

山中湖村まち･ひと･しごと創生総合戦略    

    ○○施設個別施設計画  

インフラ長寿命化基本計画    

    ○○施設個別施設計画  

公共施設等総合管理計画の    

策定にあたっての指針    ○○施設個別施設計画  
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第３節 計画期間                    
 

  計画期間は 2020（R2）年度を計画初年度とし、2059（R41）年度までの 40年間

とします。また、10年ごとに計画の見直しを行うこととしますが、社会情勢の変化

や法改正など、必要が生じた場合には随時見直しを行います。 

 

 

第４節 対象施設                    
 

  本計画における対象施設の分類は下記（表 1-1）のとおりです。 

 

表 1-1 対象施設分類表 

大分類 中分類 施設 施設数 

学校教育系施設 学校 小学校 2 校 

  中学校 1 校 

 その他教育施設 給食センター 1 施設 

その他 その他 教員住宅 3 施設 
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第２章 学校施設の目指すべき姿             
 

「山中湖村教育大綱」（平成 28 年 12月）では、基本理念「未来を担う子どもが、

恵まれた自然環境と長い歴史の中で発展する山中湖村に暮らしていることを誇りに

思い、その中で学び育ち、心身ともに成長し、笑顔あふれるふるさと山中湖村を目指

します。」を掲げています。また、基本理念の基に、基本施策と重点施策が示されて

います。 

学校施設の目指すべき姿としては、この施策を実現するために必要な機能や性能を

備えることが求められます。 

 

図 2-1 「山中湖村教育大綱」施策体系図 

 

基本施策 1 子ども・子育てへの支援  重点施策 1 保育支援の整備と推進 
     

   重点施策 2 保小連携及び小中連携の推進 
     

   重点施策 3 放課後児童クラブの拡充 
     

   重点施策 4 経済的負担の軽減 
     

基本施策 2 学校教育の充実  重点施策 5 特色ある学校づくり 
     

   重点施策 6 学校内外の危機管理体制の整備 
     

   重点施策 7 教育環境の整備 
     

基本施策 3 防犯･交通安全･防災対策の充実  重点施策 8 通学路における安全対策の推進 
     

   重点施策 9 学校安全体制の整備推進 
     

   重点施策 10 地震・富士山噴火等への対応 
     

基本施策 4 青少年の健全育成  重点施策 11 青少年対策の充実 
     

基本施策 5 生涯学習の充実  重点施策 12 生涯学習の推進 
     

   重点施策 13 図書館（情報創造館）の充実 
     

基本施策 6 文化・芸術の振興  重点施策 14 文化の向上と魅力の発信 
     

   重点施策 15 文化財の保存・活用の推進 
     

基本施策 7 スポーツの振興  重点施策 16 生涯に渡るライフスポーツを楽しめる環境づくり 

     

   重点施策 17 競技スポーツの振興 
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第３章 学校施設の実態                 
 

第１節 学校施設の運営状況・活用状況等の実態      
 

第１項 対象施設一覧 
 

本村には、小学校 2校、中学校 1校、教員住宅 3施設、学校給食センター1施設で

計 7施設、16棟、延床面積 10,911㎡の学校施設があります。 

 

表 3-1 対象施設一覧表 

（2019年 5 月 1 日現在） 

施設名 住所 建物名 
面積 

(㎡) 

建築 

年度 

児童数(人) 学級数(学級) 

通常 特支 通常 特支 

山中小学校 山中 705 校舎棟 2,807 S44 174 2 7 2 

東小学校 平野 2435 校舎棟 1,387 S47 54 1 6 1 

  屋内運動場 894 H04 － － － － 

  特別教室棟 324 H13 － － － － 

  小計 5,412      

施設名 住所 建物名 
面積 

(㎡) 

建築 

年度 

生徒数(人) 学級数(学級) 

通常 特支 通常 特支 

山中湖中学校 山中 341-40 校舎棟 3,247 S60 135 0 5 0 

  校舎棟 59 H12 － － － － 

  部室棟 85 S60 － － － － 

  体育倉庫棟 32 H01 － － － － 

  外便所棟 21 H02 － － － － 

  外倉庫棟 20 H06 － － － － 

  小計 3,464      

施設名 住所 建物名 
面積 

(㎡) 

建築 

年度 

住戸数 

2DK (戸) 

山中小学校 山中 705 教員住宅(世帯) 339 S61 6 

  教員住宅(単身) 323 S61 8 

東小学校 平野 2435 教員住宅 398 S62 8 

山中湖中学校 山中 341-40 教員住宅(世帯) 343 S63 6 

  教員住宅(単身) 183 S63 4 

  小計 1,586    

施設名 住所 建物名 
面積

(㎡) 

建築 

年度 

供給可能食数 

(食) 

学校給食センター 山中 435 給食センター 449 H14 700 

  小計 449   
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第２項 児童・生徒数及び学級数の変化 
 

（１）本村の人口推計 
 

  本村では、国の長期ビジョンや県の人口ビジョンを勘案し、本村の人口動向分析及

び将来展望を示す「山中湖村人口ビジョン」（平成 28年 2月）を策定し、2060年ま

でを対象期間としています。本村の 2010年の人口 5,234人に対し、2060年では約

3,500人を維持することを目標としています。 

  年齢３区分別人口の推移をみると、年少人口（0-14歳）は 2025年までは徐々に減

少し、その後は概ね横ばいで推移し、2040年からは再び減少に転じる見込みです。

2060年には 2010年と比べ約 59％になります。生産年齢人口（15-64歳）は徐々に

減少し続け、2060年には 2010年と比べ約 50％になります。老年人口（65 歳以上）

は徐々に増加し続けますが、2030年以降は減少に転じる見込みです。2060年には

2010年と比べ約 116％になります。 

 

図 3-1 山中湖村の人口推計（年齢３区分別人口） 

（人） 

2010年2015年2020年2025年2030年2035年2040年2045年2050年2055年2060年

(H22) (H27) (R2) (R7) (R12) (R17) (R22) (R27) (R32) (R37) (R42)

年少人口 718 640 591 553 550 555 554 532 492 452 423

（0-14歳） 100% 89% 82% 77% 77% 77% 77% 74% 69% 63% 59%

生産年齢人口 3,320 3,030 2,856 2,715 2,531 2,350 2,160 2,042 1,927 1,795 1,674

（15-64歳） 100% 91% 86% 82% 76% 71% 65% 62% 58% 54% 50%

老年人口 1,286 1,549 1,710 1,800 1,877 1,869 1,842 1,741 1,652 1,575 1,490

（65歳以上） 100% 120% 133% 140% 146% 145% 143% 135% 128% 122% 116%

5,324 5,219 5,157 5,068 4,958 4,774 4,556 4,315 4,071 3,822 3,587

100% 98% 97% 95% 93% 90% 86% 81% 76% 72% 67%
総人口

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 2055年 2060年

年少人口 生産年齢人口 老年人口

5,324 5,219 5,157 5,068 4,958 4,774
4,556

4,315
4,071

3,822
3,587

 
（資料）山中湖村人口ビジョン及び山中湖村まち・ひと・しごと創生総合戦略（平成 28年 2 月） 
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（２）児童数の推移及び将来推計 
 

本村の児童数は、2010年度から 2015年度までは概ね横ばいで推移しています。

2016年度より徐々に減少し、2019年度は 231人となり、2010年度と比べ約 78％と

なります。 

学校別にみると、2019年度の山中小学校は 176人となり、2010年度と比べ約 83％

（36人減）となります。同様に、東小学校は 55人となり、約 66％（28人減）とな

ります。 

 

図 3-2 児童数の推移 

（各年 5 月 1 日現在）（人） 

212 209 211 203 213 203 199 180 178 176

100% 99% 100% 96% 100% 96% 94% 85% 84% 83%

83 87 85 85 89 87 73 69 58 55

100% 105% 102% 102% 107% 105% 88% 83% 70% 66%

295 296 296 288 302 290 272 249 236 231

100% 100% 100% 98% 102% 98% 92% 84% 80% 78%

2010年度比

山中小学校

東小学校

児童数計

2019

年度

2010

年度

2011

年度

2012

年度

2013

年度

2014

年度

2015

年度

2016

年度

2017

年度

2018

年度

295 296 296 288 302 290 272 249 236 231 

100% 100% 100% 98% 102% 98%
92%

84% 80% 78%
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125%
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500
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年度
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2014
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年度
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年度

2019

年度

児童数計 2010年度比

 
 

山中湖村の人口推計（年齢３区分別人口）（図 3-1）から、年少人口の減少に伴い、

将来の児童数も同様に減少すると仮定し、児童数を推計します。 

  将来の児童数は、2019年度から 2040年度までは概ね横ばいで推移し、その後は

減少に転じる見込みです。2060年度には 2010年度と比べ約 59％（約 4割減）とな

る見込みです。 
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図 3-3 児童数の将来推計 

（人） 

295 231 227 226 228 228 219 202 186 174

100% 78% 77% 77% 77% 77% 74% 68% 63% 59%

2010年度比

児童数計
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（３）生徒数の推移及び将来推計 
 

本村の生徒数は、2010年度から 2013年度までは徐々に減少し、その後 2017年度

までは徐々に増加しています。2018年度より再び減少に転じ、2019年度は 135人と

なり、2010年度と比べ約 90%となります。 

 

図 3-4 生徒数の推移 

（各年 5 月 1 日現在）（人） 

山中湖中学校 150 141 134 129 130 133 135 146 144 135

生徒数計 100% 94% 89% 86% 87% 89% 90% 97% 96% 90%
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山中湖村の人口推計（年齢３区分別人口）（図 3-1）から、年少人口の減少に伴い、

将来の生徒数も同様に減少すると仮定し、生徒数を推計します。 

将来の生徒数は、2025年度までは徐々に減少し、2040年度までは概ね横ばいで推

移し、その後は減少に転じる見込みです。2060年度には 2010年度と比べ約 59％（約

4割減）となる見込みです。 

 

図 3-5 生徒数の将来推計 

（人） 

山中湖中学校 150 135 116 115 116 116 111 103 94 88

生徒数計 100% 90% 77% 77% 77% 77% 74% 69% 63% 59%

2010年度比
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（４）学級数の推移及び将来推計 
 

  児童数の将来推計（図 3-3）及び生徒数の将来推計（図 3-5）から、学校ごとに学

校編成基準（表 3-1）に基づき、下記の手順により必要学級数を算出します。 

 

  １．各年度の児童・生徒数の推計値を、小学校は６学年、中学校は３学年で除し、

１学年あたりの児童数・生徒数を算出します。 

  ２．１学年あたりの児童・生徒数を、１学級あたりの編成基準人数（表 3-1）で除

した数値（小数点以下切り上げ）を必要学級数とします。 

 

表 3-1 山中湖村学校編成基準 

 学年 １学級あたりの基準人数  

小学校 
第１学年 35 人  

第２～６学年 40 人  

中学校 第１～３学年 40 人  
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表 3-2 小学校の学級数の推計 

児童数(人) 212 174 163 162 164 164 157 145 134 125

特支児童数(人) 　－ 2 　－ 　－ 　－ 　－ 　－ 　－ 　－ 　－

普通学級数 9 7 6 6 6 6 6 6 6 6

特支学級数 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2

余裕教室数 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5

児童数(人) 83 54 64 64 64 64 62 57 52 49

特支児童数(人) 　－ 1 　－ 　－ 　－ 　－ 　－ 　－ 　－ 　－

普通学級数 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

特支学級数 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

余裕教室数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

295 231 227 226 228 228 219 202 186 174

15 13 12 12 12 12 12 12 12 12

1 3 4 4 4 4 4 4 4 4

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

3 4 5 5 5 5 5 5 5 5

山中小学校

推移 将来推計

2060

年度

2010

年度

2019

年度

2025

年度

2030

年度

2035

年度

2040

年度

2045

年度

2050

年度

2055

年度

余裕教室数計

東小学校

児童数計(人)

普通学級数計

特支学級数計

学級数計

 

表 3-3 中学校の学級数の推計 

生徒数(人) 150 135 116 115 116 116 111 103 94 88

特支児童数(人) 　－ 0 　－ 　－ 　－ 　－ 　－ 　－ 　－ 　－

普通学級数 7 5 3 3 3 3 3 3 3 3

特支学級数 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2

学級数計 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5

余裕教室数 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2

山中湖中学校

推移 将来推計

2060

年度

2010

年度

2019

年度

2025

年度

2030

年度

2035

年度

2040

年度

2045

年度

2050

年度

2055

年度

 

 

※2025 年度以降の特別支援児童数は未定とし、学級数は各学校 2 学級常設と仮定します。 

※余裕教室数は、施設台帳上で保有教室に含まない学習室、多目的室、普通教室（未）等を示します。 

 

  児童・生徒数の将来推計の結果、児童・生徒数は徐々に減少し、2060年度には児

童数 174人、生徒数 88人となる見込みです。学級数もその影響を受け、山中小学校

は 2020年度より全学年が単式学級（同一学年の児童を 1 学級で編制している学級）

となり余裕教室は 5教室となる見込みです。東小学校は開校時より単式学級の小規模

校であり、今後は複式学級（2以上の学年の児童を 1学級で編制している学級）とな
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ることが予想されます。山中湖中学校は 2019 年度より第１学年が単式学級となり、

今後は全学年が単式学級となり余裕教室は 2教室となる見込みです。 

第３項 学校施設の配置状況 
 

（１）ハザードマップ、地域防災情報の状況 
 

  本計画の対象施設のうち、小学校２校、中学校１校は避難場所に指定されています。 

「山中湖村土砂災害ハザードマップ」（図 3-6）において、山中湖中学校が土石流

の計画区域（黄）に含まれています。また、「富士山火山防災避難マップ」（図 3-7）

において、山中湖中学校及び学校給食センターが３次避難ゾーン（橙）に含まれてい

ます。 

 

図 3-6 土砂災害ハザードマップ 

 
（資料）山中湖村土砂災害ハザードマップ（平成 25 年 3月） 

 

 

 

 

 

 

 

山中小学校 

東小学校 

山中湖中学校 

学校給食センター 
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図 3-7 富士山火山防災避難マップ 

 
（資料）山中湖村土砂災害ハザードマップ（平成 25 年 3月） 

 

［富士山火山防災避難ゾーン区分］ 

１次避難ゾーン：火口ができる可能性の高い範囲 

２次避難ゾーン：噴火しそうな時、噴火が始まった時、すぐに避難が必要な範囲 

３次避難ゾーン：すぐに危険にはなりませんが、火口位置によっては避難が必要な範囲 

泥流避難ゾーン：富士山に雪が積もっている時期に噴火が始まった時、すぐに避難が必要な範囲 

 

（２）学校区の状況 
 

  本村の小・中学校は、小学校を２学区、中学校を１学区で構成しています。 

山中小学校は、山中地区と概ね旭日丘地区からの通学となり、山中地区の中央に位置

しています。東小学校は、平野地区と概ね長池地区からの通学となり、２つの地区の

中間に位置しています。 

 山中湖中学校は、村内全域からの通学となり、山中地区と旭日丘地区の中間に位置

しています。通学距離が遠い生徒は自転車通学となり、スクールバスの運行はありま

せん。 

 

 

山中小学校 

東小学校 

山中湖中学校 

学校給食センター 
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図 3-8 学校区の状況 

 
（資料）山中湖村公共施設等総合管理計画 P15 
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第４項 施設関連経費の推移 
 

2014年度から2018年度までの過去5年間に学校施設に投資した施設関連経費は、

約 0.6億円から 1.1 億円で、５年間の平均は約 0.8億円となります。 

これまでに大規模改造等が行われていないことから、築 30年以上の老朽化した建

物への対応がピークを迎えているため、施設整備に必要な投資的経費は年間 0.8億円

を大きく上回ることが予想されます。 

 

図 3-9 過去５年間の施設関連経費の推移 

（千円） 

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

(H26) (H27) (H28) (H29) (H30)

施設整備費 0 8,037 39,840 3,934 7,430 11,848

その他施設整備費 0 0 0 0 30,537 6,107

維持修繕費 17,886 19,421 30,956 10,591 7,526 17,276

光熱水費・委託費 44,242 40,744 41,436 42,239 44,297 42,592

施設関連経費計 62,128 68,202 112,232 56,764 89,790 77,823

５年平均

0
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第５項 学校施設の保有量 
 

  学校施設の延床面積（約 11,000㎡）を築年別にみると、築 20～30年が約 1,000

㎡（8.6％）、築 30～40年が約 5,000㎡（45％）、築 40～50年が約 1,000㎡（13％）、

築 50年以上が約 3,000㎡（26％）となります。 

  旧耐震基準（昭和 56年以前）の建物は、小学校２校の校舎棟になります。山中小

学校（校舎棟）は 1986（昭和 61）年度に耐震補強工事が完了しています。東小学校

（校舎棟）は 1981（昭和 56）年度に耐震診断を実施し、耐震性能を有する建物とな

っています。 

 

図 3-10 対象施設の築年別整備状況 

 
 

 

 

 

 

 

 

■小学校 校舎棟 ■中学校 校舎棟 ■小学校 屋内運動場 ■寄宿舎 ■給食センター ■その他 
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第６項 今後の維持・更新コスト（従来型） 
 

（１）前提条件・試算方法 

 

・ 試算期間は 2020年度から 2059年度までの 40年間とします。 

・ 建設から改築までの間隔は 40年とします。 

・ 大規模改造の実施は築 20年目、築 60年目とします。 

・ 築年数に応じた時期に、現状と同じ延床面積で改築・改修を行います。 

・ 改築は工事費を２か年に均等配分して計上します。 

・ 大規模改造は工事費を単年度で計上します。 

・ 今後 5年以内に早急に対応する必要がある（Ｄ評価）の部位の修繕を、今後 10

年以内に広範囲に劣化がある（Ｃ評価）の部位の修繕を実施します。ただし、今

後 10年以内に改築、大規模改造を実施する場合を除きます。 

・ 試算上の単価設定は、改築（40年目）400,000円/㎡、大規模改造（20年目）100,000

円/㎡（改築時の 25％）とします。また、改築の単価には仮設プレハブ校舎の費

用を含みます。 

・ 築 50年の山中小学校（校舎棟）は 2021年度から 2か年で改築、築 47年の東小

学校（校舎棟）は 2023年度から 2か年で改築とします。 

・ 2014年度から 2018年度までの過去 5年間に学校施設に投資した施設関連経費の

平均 0.8億円を、今後も維持できるものと仮定して将来投資見込額とします。 

 

（２）試算結果 

 

・ 40年間の改築、大規模改造等にかかる維持・更新コストは、建物の光熱水費など

を含め、総額約 79億円です。 

・ 40年を 10年ごと 4期に区分すると、維持・更新コストが最も大きい 1～10年目

は約 4.3億円/年となり、最も小さい 31～40年目の約 0.7億円/年に対し、約 6

倍となります。 

・ 山中小学校（校舎棟）は 2021年度から 2か年で改築（建替え）、東小学校（校舎

棟）は 2023年度から 2か年で改築（建替え）、山中湖中学校（校舎棟）2025年

度から 2か年で改築（建替え）となるため、1～10年目が最大のピークとなりま

す。 

・ 同上、築 20年後に大規模改造が実施されるため、21～30年目に第２のピークと

なります。 
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図 3-11 今後の維持・更新コスト（従来型） 
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第２節 学校施設の老朽化状況の実態           
 

第１項 構造躯体の健全性の評価 

及び構造躯体以外の劣化状況等の評価 
 

（１）構造躯体の健全性の把握 

 

  建物は構造躯体の健全性が確保できて、はじめて長期的に使用できますが、施工状

況、立地環境及び使用状況により、使用できる年数が異なります。そこで、長寿命化

計画を立案するため、建物ごとに構造躯体の健全性を評価します。 

  本村の学校施設（計 7施設、16棟）について、築年数や耐震化状況を確認し、耐

震安全性を評価します。さらに、構造躯体の目視調査により劣化状況を確認し、構造

躯体の健全性に影響する劣化の度合いにより評価します。 

 

（２）同上、評価結果 

 

  山中小学校（校舎棟）を除き、全ての建物において、長寿命化が困難な建物は無く

「長寿命化可能」という結果となりました。 

  山中小学校（校舎棟）は、耐震補強後に年数を重ね、耐震診断基準が改訂されてい

ることから、再度、2019年度に耐震診断を実施しました。診断の結果、１～３階（Ｐ

Ｈ階を除く）においては耐震性能を有する建物で、大地震の震動及び衝撃に対して、

倒壊又は崩壊する危険性が低いと判断されました。しかしながら、築 50年の建物で

劣化や雨漏りが進行している現況を踏まえ、耐震診断結果を活用しながら、文部科学

省で定められた耐力度調査を実施し、建物の老朽化を総合的に評価しました。調査の

結果、耐震性能を有するものの、所要の耐力度点数に達しない建物となり、早急に「改

築（建替え）」を検討する必要があります。 

 

（３）構造躯体以外の劣化状況の把握 

 

  建物は築年数、修繕・改修履歴の有無及び部位にて劣化状況が異なります。そこで、

長寿命化計画を立案するため、建物ごとに構造躯体以外の劣化状況を評価します。 
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本村の学校施設（計 7施設、16棟）について、現地調査により、部位ごと（屋根・

屋上、外壁、内部仕上、電気設備、機械設備）に劣化状況を確認し、劣化の度合いに

より評価します。 

ⅰ．調査方法 

  劣化状況の調査は「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書（以下「解説書」と

いう）」（平成 29年 3月 文部科学省）の劣化状況調査票（表 3-4）を用いて、建物を

5つの部位（屋根・屋上、外壁、内部仕上、電気設備、機械設備）に分け、劣化状況

を確認します。その結果は現地調査記録（劣化状況調査票、現地調査写真帳）として

まとめます。 

 

ⅱ．評価基準 

  劣化状況の評価は部位ごとに行い、その評価は目視調査により「解説書」の評価基

準（図 3-12）に基づき、Ａ～Ｄの 4段階で評価します。 

 

図 3-12 劣化状況の評価基準 

 目視による評価  経年数による評価 

 【屋根・屋上、外壁】  【内部仕上、電気設備、機械設備】 

 評価 基準  評価 基準 

良好 Ａ 概ね良好 良好 Ａ 20 年未満 

 Ｂ 部分的に劣化(安全上､機能上､問題なし)  Ｂ 20～40 年 

 Ｃ 広範囲に劣化(安全上､機能上､不具合発生の兆し)  Ｃ 40 年以上 

 

Ｄ 

早急に対応する必要がある  

Ｄ 

経過年数に関わら

ず著しい劣化事象

がある場合 

 (安全上､機能上､問題あり)  

劣化 (躯体の耐久性に影響を与えている) 劣化 

 (設備が故障し施設運営に支障を与えている)等  

 

ⅲ．健全度の求め方 

  健全度は、①部位ごとの評価を評価点に換算し、これに②部位ごとのコスト配分率

を乗じ、③これら評価点の総和を 100点満点で健全度を示します。 

 

①部位の評価点  ②部位のコスト配分率  

評価 評価点  部位 配分率  

Ａ 100  1 屋根・屋上 5.1  

Ｂ  75  2 外壁 17.2  

Ｃ  40  3 内部仕上げ 22.4  

Ｄ  10  4 電気設備 8.0  

   5 機械設備 7.3  

   合計 60.0  

③健全度      
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総和（部位の評価点×部位のコスト配分率）÷60    

      

・100 点満点にするために、コスト配分率の合計値で除している。  

・健全度は、総和の数値が小さいほど劣化が進行していることを示している。  

※健全度の計算例     

部位 評価  評価点  配分率     

1 屋根・屋上 Ｃ → 40 × 5.1 ＝ 204   

2 外壁 Ｄ → 10 × 17.2 ＝ 172   

3 内部仕上げ Ｂ → 75 × 22.4 ＝ 1680   

4 電気設備 Ａ → 100 × 8.0 ＝ 800   

5 機械設備 Ｃ → 40 × 7.3 ＝ 292   

      計 3148   

       ÷60   

     健全度   52   

 

（４）同上、評価結果 

 

  山中小学校（校舎棟）と東小学校（校舎棟）において、外壁及び内部仕上は「Ｄ評

価」（早急に対応する必要がある）、電気設備及び機械設備は「Ｃ評価」（築 40年以上）

となりました。その他、築 30年以上の建物で、屋根・屋上、外壁及び内部仕上の部

位に「Ｃ評価」（広範囲に劣化）が見られました。 

東小学校（校舎棟）は、構造躯体の健全性では「長寿命化可能」と評価されました

が、築 47年の建物で構造躯体以外の劣化状況から、「改築（建替え）」と評価された

山中小学校（校舎棟）と同様に、健全度２３点（１００点満点）となりました。 
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表 3-4 劣化状況調査票 
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表 3-5 建物情報一覧表 

年度）

㎡ 地上 階 地下 階

1 屋根 □ アスファルト保護防水 □ 降雨時に雨漏りがある

屋上 □ アスファルト露出防水 □ 天井等に雨漏り痕がある

□ シート防水、塗膜防水 □ 防水層に膨れ・破れ等がある

□ 勾配屋根（長尺金属板、折板） □ 屋根葺材に錆・損傷がある

□ 勾配屋根（スレート、瓦類） □ 笠木・立上り等に損傷がある

□ その他の屋根 （ ） □ 樋やﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝを目視点検できない

□ 既存点検等で指摘がある

2 外壁 □ 塗仕上げ □ 鉄筋が見えているところがある

□ タイル張り、石張り □ 外壁から漏水がある

□ 金属系パネル □ 塗装の剥がれ

□ コンクリート系パネル（ＡＬＣ等） □ タイルや石が剥がれている

□ その他の外壁 （ ） □ 大きな亀裂がある

□ アルミ製サッシ □ 窓・ドアの廻りで漏水がある

□ 鋼製サッシ □ 窓・ドアに錆・腐食・変形がある

□ 断熱サッシ、省エネガラス □ 外部手すり等の錆・腐朽

□ 既存点検等で指摘がある

3 内部仕上 □ 老朽改修

（床・壁・天井） □ エコ改修

（内部建具） □ トイレ改修

（間仕切等） □ 法令適合

（照明器具） □ 校内ＬＡＮ

（エアコン）等 □ 空調設置

□ 障害児等対策

□ 防犯対策

□ 構造体の耐震対策

□ 非構造部材の耐震対策

□ その他、内部改修工事

４ 電気設備 □ 分電盤改修

□ 配線等の敷設工事

□ 昇降設備保守点検

□ その他、電気設備改修工事

５ 機械設備 □ 給水配管改修

□ 排水配管改修

□ 消防設備の点検

□ その他、機械設備改修工事

特記事項（改修工事内容や12条点検、消防点検など、各種点検等による指摘事項が有れば、該当部位と指摘内容を記載）

健全度

0

通し番号

学校名 学校番号

棟番号 建築年度 明治33 年度（

調査日

建物名 記入者

構造種別 延床面積 階数

部位
仕様

（該当する項目にチェック）

工事履歴（部位の更新） 劣化状況
（複数回答可）

特記事項 評価
年度 工事内容 箇所数

部位 修繕・点検項目 改修・点検年度 特記事項（改修内容及び点検等による指摘事項） 評価

100点
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（５）各種設備の整備状況の把握 

 

  学校施設内の各種設備の整備状況を確認するため、現地調査及び施設管理者へヒア

リング調査を行います。 

 

ⅰ．調査対象施設 

  山中小学校 ：校舎棟 

東小学校  ：校舎棟、特別教室棟 

山中湖中学校：校舎棟 

 

（６）同上、調査結果 

 

  エアコンはパソコン室のみ設置済で、普通教室、特別支援教室及び特別教室に未設

置となっています。 

  トイレは小学校 2校の一部を和式で残し、洋式化が完了しています。トイレ床は東

小学校の一部を湿式で残し、乾式化が完了しています。 

  多目的トイレは設置済、エレベータは山中湖中学校のみ設置済となっています。 

  電子黒板（プロジェクター用マグネットスクリーン）は普通教室に設置済、特別支

援教室に未設置となっています。 

 

表 3-6 小・中学校の各種設備の整備状況一覧表 

（2019年 9 月 30 日時点） 

設置数 0 設置数 1 洋式 16 乾式 74.1 設置数 7

学級数 9 室数 6 和式 2 湿式 6.9 学級数 9

設置数 0 設置数 1 洋式 15 乾式 50.0 設置数 6

学級数 7 室数 7 和式 1 湿式 56.3 学級数 7

設置数 0 設置数 1 洋式 18 乾式 138.4 設置数 6

学級数 6 室数 7 和式 0 湿式 0.0 学級数 6

設置数 0 設置数 3 洋式 49 乾式 262.5 設置済 3 設置済 1 設置数 19

学級数 22 室数 20 和式 3 湿式 63.2 未設置 0 未設置 2 学級数 22整備率

トイレ洋式化

(箇所)

トイレ床

乾式化

(㎡)

多目的トイレ

設置

エアコン設置

(普通教室)

(特支教室)

エアコン設置

(特別教室)

山中小学校

東小学校

山中湖中学校

エレベータ

設置

電子黒板設置

(普通教室)

(特支教室)

未設置

0%0% 17% 89% 91% 100% 129%

設置済

未設置

0%0% 14% 94% 47% 100%

設置済

117%

設置済

0% 100%14% 100% 100% 100% 100%

設置済

86%0% 15% 94% 81% 100% 33%
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（７）施設管理者アンケート調査結果 
 

施設管理者（山中小学校、東小学校、山中湖中学校）に生活環境や学習環境などの

施設整備の必要性について、アンケート形式により調査を行い、その結果をまとめ、

今後の施設整備の参考とします。 

 

Q01．「便器の洋式化」の必要性について 

A01．小学校 2校の一部を和式で残し、洋式化が完了しています。衛生的かつ機能的

なトイレが望まれます。 

 

Q02．「トイレの床や便器を水で流しながら清掃しない方式（乾式化）」の必要性につ

いて 

A02．東小学校の一部を湿式で残し、乾式化が完了しています。衛生的かつ機能的な

トイレが望まれます。 

 

Q03．「児童・生徒等が利用するエレベータ設置」の必要性について 

A03．小学校 2校で未設置なため、設置が望まれます。 

 

Q04．「車いす利用者やオストメイトを必要とする方などが使える多機能トイレ整備」

の必要性について 

A04．小・中学校 3校で設置済となっています。エレベータの設置と合わせ、各階に

多機能トイレを設置すべきか、今後の検討が必要です。 

 

Q05．「避難所機能としての備蓄倉庫、マンホールトイレ、簡易発電設備等の設置」

の必要性について 

A05．村の防災計画により必要であれば、今後の対応とします。 

 

Q06．「外部からの侵入を防ぐために必要な設備の設置」の必要性について 

A06．小・中学校 3校で防犯カメラは設置済となっています。囲障（施錠管理）の設

置について、今後の検討が必要です。 

 

Q07．「校舎内のあらゆる場所でインターネット接続できる環境整備」の必要性につ

いて 

A07．小・中学校 3校で設置済となっています。 
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Q08．「他の公共施設（集会施設、福祉施設、保育施設など、日中に児童・生徒以外

が利用する施設）との複合化」の必要性について 

A08．村の方針により必要であれば、今後の対応とします。 

 

Q09．新学習指導要領に向け、施設整備の検討を必要とする何かがありますか。 

Q10．その他、整備すべき施設や設備がありますか。 

A09．A10．多目的室の設置が望まれます。 
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第２項 今後の維持・更新コスト（長寿命型） 
 

（１）前提条件・試算方法 

 

・ 試算期間は 2020年度から 2059年度までの 40年間とします。 

・ 建設から改築までの間隔は 80年とします。 

・ 長寿命化改修の実施は築 40年目とします。 

・ 大規模改造の実施は築 20年目、築 60年目とします。 

・ 築年数に応じた時期に、現状と同じ延床面積で改築・改修を行います。 

・ 改築、長寿命化改修は工事費を２か年に均等配分して計上します。 

・ 大規模改造は工事費を単年度で計上します。 

・ 長寿命化可能な建物で基準年時点で築 40年を越えている建物は今後 10年以内に

長寿命化改修を実施します。 

・ 今後 5年以内に早急に対応する必要がある（Ｄ評価）の部位の修繕を、今後 10

年以内に広範囲に劣化がある（Ｃ評価）の部位の修繕を実施します。ただし、今

後 10年以内に改築、長寿命化改修、大規模改造を実施する場合を除きます。 

・ 校舎棟の改築工事期間中は仮設プレハブ校舎を使用するものとします。 

・ 校舎棟の長寿命化改修は建物をスケルトン（構造躯体現し）にするため、工事期

間中は仮設プレハブ校舎を使用するものとします。 

・ 築 50年の山中小学校（校舎棟）は 2021年度から 2か年で改築（建替え）としま

す。 

・ 2014年度から 2018年度までの過去 5年間に学校施設に投資した施設関連経費の

平均 0.8億円を、今後も維持できるものと仮定して将来投資見込額とします。 

・ 各建物の改築、長寿命化改修、大規模改造の試算上の単価設定は下記（表 3-7）

のとおり設定します。 

 

表 3-7 改築、長寿命化改修、大規模改造の単価設定一覧表 

 
改築 

（築 80 年目） 

長寿命化改修 

（築 40 年目） 

大規模改造 

（築 20・60 年目） 

校舎 400,000 円/㎡ 240,000 円/㎡ 132,000 円/㎡ 

屋内運動場 330,000 円/㎡ 198,000 円/㎡ 108,900 円/㎡ 

寄宿舎 330,000 円/㎡ 198,000 円/㎡ 108,900 円/㎡ 

給食センター 420,000 円/㎡ 252,000 円/㎡ 210,000 円/㎡ 

その他 330,000 円/㎡ 198,000 円/㎡ 108,000 円/㎡ 
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（２）試算結果 
 

・ 40年間の改築、長寿命化改修、大規模改造等にかかる維持・更新コストは、建物

の光熱水費などを含め、総額約 73億円となり、従来型の維持・更新コストと比

べ約 6億円のコスト縮減となります。 

・ 40年を 10年ごと 4期に区分すると、維持・更新コストが最も大きい 1～10年目

は約 3.3億円/年となり、最も小さい 11～20年目の約 1.0億円/年に対し、約 3

倍となります。 

・ 山中小学校（校舎棟）は 2021年度から 2か年で改築（建替え）、東小学校（校舎

棟）は 2023年度から 2か年で長寿命化改修、山中湖中学校（校舎棟）2025年度

から 2か年で長寿命化改修となるため、1～10年目が最大のピークとなります。 

・ 同上、築 20年後に大規模改造が実施されるため、21～30年目に第２のピークと

なります。 

 

図 3-13 今後の維持・更新コスト（長寿命化型） 

 
 

 

 

 

第３項 今後の維持・更新コスト（長寿命型）＋（統合型） 

山中小学校 

山中湖中学校 

東小学校 

教員住宅 
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（１）前提条件・試算方法 

 

・ 試算期間は 2020年度から 2059年度までの 40年間とします。 

・ 建設から改築までの間隔は 80年とします。 

・ 長寿命化改修の実施は築 40年目とします。 

・ 大規模改造の実施は築 20年目、築 60年目とします。 

・ 築 50年の山中小学校（校舎棟）と築 47年の東小学校（校舎棟）は統合し、2021

年度から 2か年で改築（建替え）とします。統合時の建物規模は、現状の山中小

学校（校舎棟）の延べ面積とします。 

・ 各建物の改築、長寿命化改修、大規模改造の試算上の単価設定は下記（表 3-8）

のとおり設定します。 

 

表 3-8 改築、長寿命化改修、大規模改造の単価設定一覧表 ※再掲 

 
改築 

（築 80 年目） 

長寿命化改修 

（築 40 年目） 

大規模改造 

（築 20・60 年目） 

校舎 400,000 円/㎡ 240,000 円/㎡ 132,000 円/㎡ 

屋内運動場 330,000 円/㎡ 198,000 円/㎡ 108,900 円/㎡ 

寄宿舎 330,000 円/㎡ 198,000 円/㎡ 108,900 円/㎡ 

給食センター 420,000 円/㎡ 252,000 円/㎡ 210,000 円/㎡ 

その他 330,000 円/㎡ 198,000 円/㎡ 108,000 円/㎡ 

 

（２）試算結果 
 

・ 40年間の改築、長寿命化改修、大規模改造等にかかる維持・更新コストは、建物

の光熱水費などを含め、総額約 64億円となり、従来型の維持・更新コストと比

べ約 15億円のコスト縮減となります。 

・ 40年を 10年ごと 4期に区分すると、維持・更新コストが最も大きい 1～10年目

は約 3.0億円/年となり、最も小さい 11～20年目の約 1.0億円/年に対し、約 3

倍となります。 

・ 山中小学校（校舎棟）と東小学校（校舎棟）は統合し、2021年度から 2か年で

改築（建替え）、山中湖中学校（校舎棟）2025年度から 2か年で長寿命化改修と

なるため、1～10年目が最大のピークとなります。 

・ 同上、築 20年後に大規模改造が実施されるため、21～30年目に第２のピークと

なります。 

 

図 3-14 今後の維持・更新コスト（長寿命化型）＋（統合型） 
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図 3-15 今後の維持・更新コスト（従来型） ※再掲 

 

 
 

＋（統合型） 

山中小学校 

山中湖中学校 

東小学校 

教員住宅 

統合小学校 

山中湖中学校 

教員住宅 
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第４章 学校施設整備の基本的な方針等          
 

第１節 学校施設の規模・配置計画等の方針        
 

第１項 学校施設の長寿命化計画の基本方針 
 

  本村の学校施設は、第３章で述べたとおり、老朽化による建物の寿命や設備の不具

合等の問題が顕在化しています。特に小学校２校については早急に「改築（建替え）」

を検討する必要があり、本村の財政に大きな負担が予想されます。この事態に対応す

るため、長寿命化改修や予防保全的な改修の実施により、維持・更新コストを縮減し、

財政負担の平準化が必要となります。 

「総合管理計画」（平成 28年 3月）で示された基本方針を基に、学校施設の「長寿

命化計画」の基本方針を策定します。 

 

表 4-1 「総合管理計画」の基本方針 

基本方針① 建物を増やさずに住民ニーズへの適切な対応 
  

基本方針② 人口減少を見据えた整備更新 
  

基本方針③ 建替えは複合施設を検討 
  

基本方針④ 民間活力の活用によるコスト縮減を検討 
  

基本方針⑤ 予防的修繕の実施 
  

基本方針⑥ ２０年で延床面積を５％縮減 

 

表 4-2 「長寿命化計画」の基本方針 

基本方針 

１．学校施設における必要な「法定点検」と「自主点検」の項目を明確にし、計画的に実施できるよう

にします。点検項目、点検・調査者、実施年を明確にします。 

２．予防保全により建物の耐久性の向上とサービス機能の維持が行えるように、修繕・改修計画を立て

ます。 

３．老朽化が進んだ危険な建物は、改築（建替え）し、安全な施設とします。 

４．構造躯体が健全である建物は、計画的に修繕を行い、長寿命化改修を行います。 

５．施設毎のカルテを作成・更新し、施設整備費の把握、修繕・改修項目とその適切な時期の検討が行

えるようにします。 

６．現有施設量を維持しつつ、住民サービスの向上を図るため、改修の際には機能性や利便性が高まる

ように配慮します。 

７．施設設置者と施設管理者の連携を密にし、長寿命化計画を継続的に運営できる体制を整備します。 
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第２項 学校施設の規模・配置計画等の方針 
 

本村には、小学校 2校、中学校 1校、教員住宅 3施設、学校給食センター1施設で

計 7施設の学校施設があります。 

中学校と学校給食センターは現在の規模・配置を維持し、「長寿命化」を図るもの

とします。小学校２校は早急に「改築（建替え）」を検討する必要があり、今後の児

童・生徒数の推移や大きな財政負担を踏まえ、適正規模・配置による「統合小学校」

の計画を検討します。教員住宅３施設は児童・生徒数（学級数）の減少により入居者

も減少しているため、統合小学校の計画と合わせ、施設の集約や用途変更を検討し、

残す施設は「長寿命化」を図るものとします。 

また、社会情勢の変化や法改正など、必要が生じた場合には随時見直しを行います。 

 

 

第２節 改修等の基本的な方針              
 

第１項 長寿命化の方針 
 

  既存施設の劣化状況調査により、小学校２校を除き、鉄筋コンクリート造建物及び

鉄骨造建物ともに構造躯体が健全であり、総合的に判断して、中長期的な維持管理に

係るコストの縮減と財政負担の平準化を実現できることから、「長寿命化」を図るも

のとします。 

 

第２項 目標使用年数、改修周期の設定 
 

  目標使用年数は「建築物の耐久計画に関する考え方」（日本建築学会）を参考とし、

下記（表 4-3）のとおり設定します。ただし、鉄筋コンクリート造の校舎棟のうち、

構造躯体の健全性調査を実施した建物については、その調査結果を参考に設定します。

また、鉄骨造の屋内運動場等の建物については、柱脚や仕口等の状況を把握し、長寿

命化の可能性を確認する必要がありますが、現時点では鉄筋コンクリート造と同様に、

目標使用年数 80年の長寿命化可能と想定します。 

 

表 4-3 目標使用年数 

構造種別 目標使用年数 大規模改造の周期 長寿命化改修の周期 

鉄筋コンクリート造 
80 年 築 20 年 / 築 60 年 築 40 年 

鉄骨造 

表 4-4 整備方法と整備内容 
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整備内容 
整備方法 新築  大規模  長寿命  大規模  改築 

経過年数 0 10 20 30 40 50 60 70 80 

外壁､屋上防水   ●  ●  ●   

内装､配管､配線   △  ●  △   

空調機器､熱源  ○ ● ○ ● ○ ● ○  

衛生機器､空調ダクト     ●     

受変電設備､昇降機    ●   ●   

照明設備､防災設備   ●  ●  ●   

長寿命：長寿命化改修  大規模：大規模改造 

●：全面改修または更新  ○：オーバーホール  △：一部改修 

 

図 4-1 長寿命化のイメージ 

性能 

 (劣化度) 
 

大規模改造 

(機能回復) 
 

長寿命化改修 

(機能向上) 
 

大規模改造 

(機能回復) 
 

解体 

改築 

   

   

   

   

竣工    20  30  40  50  60  70 80    年 

   

               

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 基本的な方針等を踏まえた施設整備の水準等    

小規模回復 

(機能回復) 

経年による機能・性能の劣化 

施設全体の機能に相当な支障が発生する水準 
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第１節 改修等の整備水準                
 

  整備水準は、第４章の「第２節：改修等の基本的な方針」に基づき、施設の種類ご

とに設定します。これについて、文部科学省は「学校施設の長寿命化計画策定の手引」

（平成 27年 4月）において、「改修（特に長寿命化改修）の実施に当たっては、単

に数十年前の建築時の状態に戻すのではなく、構造体の長寿命化やライフラインの更

新等により建物の耐久性を高めるとともに、省エネ化や多様な学習形態による活動が

可能となる環境の提供など、現代の社会的な要請に応じるための改修を行うことが重

要である。」としています。 

  本計画においてもこの考え方を基礎として、第２章の「学校施設の目指すべき姿」

に示した指針等を取り入れ、現在だけでなく、将来的な学校施設の安全性や快適性、

耐久性等に配慮した施設整備を進めます。 

  また、建物は完成した時点から時間の経過とともに劣化が進行します。劣化の進行

は建物の部位により差があり、構造躯体に重大な影響を与える場合もあるため、優先

的に予防保全を実施すべき部位、あるいは、事後保全でも支障がない部位等、部位ご

との重要度を順位付けして取り組みます。具体的な整備水準の一例を下記（表 5-2）

のとおり示します。 

 

表 5-1 予防保全と事後保全の対象部位 

予防保全 ・劣化や機能停止等により、建築物に重大な影響が発生するため、計画的な

修繕、更新を行うもの 

 例）受変電設備、非常用自家発電設備、消火設備等 

 

・劣化や機能停止等の発生前に、軽微な劣化や不具合に対して、その兆候に

応じて何らかの対応を行うもの 

 例）屋根、外壁、空調設備、換気設備、ポンプ類等 

 

事後保全 ・劣化や機能停止等の発生状況に応じて、適宜対応するもの 

 例）照明器具、衛生器具、その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 5-2 整備事業と改修項目・仕様 
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整備事業    

整備水準 改修項目(整備レベル) (修繕レベル) (既存レベル) 

部位 高    低   

躯体 コンクリートの改質･中性化抑制等 クラック補修 鉄筋コンクリート 

 鉄骨接合部の破損補修･腐食対策   鉄骨 

外
部 

屋根 金属屋根葺替え､カバー工法 フッ素樹脂塗装 既存のまま 金属屋根 

防水 既存撤去､防水改修 カバー工法 部分補修  

外壁 防水形複層塗材 複層塗材 部分補修 複層塗材 

 外壁材張替え 爆裂･クラック･浮き補修 ALC パネル 

外部建具 カバー工法 ガラス取替え シーリング打替え アルミサッシ 

その他 手摺等取替え(アルミ･SUS) 手摺等取替え(鉄) 手摺等鉄部塗装 鉄･アルミ･SUS 

内
部 

内装 
全面撤去､新設 

(下地共) 
全面撤去､新設 

床補修･塗装 既存のまま フローリング 

 床張替え 既存のまま 塩ビ系床材 

 壁･天井塗装 既存のまま 塗装･ｸﾛｽ･ﾎﾞｰﾄﾞ 

トイレ 全面撤去､新設(乾式化) 床補修､壁･天井塗装 既存のまま 湿式(一部乾式) 

 洗浄便座 一部洗浄便座 洋式化  一部洋式 

造作･家具 全面撤去､新設 補修､塗装 既存のまま 既存のまま 

設備(機器) 全面撤去､新設(配管共) 全面撤去､新設 既存のまま 一部取替え 

      

部位 改修項目(機能向上) (既存レベル) 

省
エ
ネ
化 

建築 外断熱工法 Low-E 複層ガラス 内断熱工法 内断熱･単板ｶﾞﾗｽ 

電気設備 LED 照明器具に取替え LED 照明器具に取替え 太陽光発電設備 蛍光灯 

給排水衛生 節水型器具に取替え(自動洗浄･水栓)   無し 

空調設備 ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 全熱交換器 エアコン FF 式暖房機 中央方式 

バ
リ
ア
フ
リ
ー
化 

建築 スロープ 誘導ブロック 点字鋲 音声案内 無し 

トイレ 多機能トイレ 車椅子用トイレ   車椅子用トイレ 

エレベーター 車椅子対応 乗用   無し 

階段昇降機 階段昇降機 段差解消機   無し 

防
災
・
防
犯 

建築  非構造部材の耐震化  無し 

自家発電設備 非常用自家発電設備 小型発電機  無し 

インターホン モニター付    玄関 

防犯カメラ 防犯カメラ 監視モニター   有り 

給排水設備 災害時飲料用受水槽(SUS) 災害時飲料用受水槽(FRP)  無し 

 

 

 

 

 

 

 

長寿命化改修(築 40 年) 大規模改造(築 20・60 年) 
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第２節 維持管理の項目・手法等             
 

  施設を長期間活用していくためには、各施設の老朽化状況を把握し、予防保全型の

維持管理を実施することで、適切な状態を保持し続ける必要があります。 

  そのためには、施設の日常的な点検に始まり、計画的な維持保全、施設の基礎情報

や保守記録、それら費用を含めた電子情報による一元管理などが必要になります。こ

の中でも、保全計画の基礎となる最も重要な部分は各施設で実際に行われている点検

業務であり、その結果に基づいた対策を行うことが重要になります。 

 

第１項 点検業務 
 

  建築基準法第８条では、建築物の維持保全について「建築物の所有者、管理者また

は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう

に努めなければならない。」と定めています。 

  点検には、法律によって一定期間ごとに行うことを義務付けられている法定点検と、

施設管理者等が建築物の異常や劣化を目視等にて確認する自主点検があります。法定

点検は、建築物の規模や設備の性能等から対象となるものを規定しており、機能や性

能を維持するため、計画的に実施する必要があります。また、自主点検は、不具合箇

所の早期発見が重要であるため、法定点検と同様に実施する必要があります。いずれ

の点検も建築物の機能や性能を維持することに欠かせないことから、計画的かつ確実

に実施する必要があります。 

 

（１）法定点検 

 

  一定規模以上の学校施設の法定点検は、建築基準法第 12条により、建築物につい

て 3年ごとに一度、建築設備・防火設備について 1年ごとに一度、有資格者による劣

化状況や不具合等を点検することが定められています。この他には、消防法、電気事

業法、水道法等による各種設備の点検があります。学校保健安全法施行規則第 28条

に定める「安全点検」の一環として、非構造部材の耐震性の点検があります。 

  法定点検については、建築士や有資格者等が定められた期間に点検項目に従い点検

を実施し、その結果を県知事等へ報告する必要があります。 
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（２）自主点検 

 

  自主点検には、日常業務の中で建築物が安全な状態にあるか意識して実施する「日

常点検」（資料編：資料 2参照）と、梅雨・台風前、学校行事前や避難訓練前などに

日常業務で確認できない箇所を含めて実施する「周期点検」（資料編：資料 3参照）

があります。 

  自主点検については、各施設職員が不具合箇所報告＆対応記録シート（資料編：資

料 1参照）を用いて実施し、教育委員会へ報告します。また、専門業者が第 12条点

検と併せて劣化調査を実施し、劣化状況調査票（表 3-4）に記録し報告します。 

 

表 5-3 法定点検一覧表 

 
法令 

点検・調査名 

点検対象 

規模・設備等 
所管・調査者 

実施 

時期 

実施年 

1 2 3 4 5 6 ・ 

法
定
点
検 

建築基準法 

第 12 条第 1 項点検 

建築物 

①3階以上 100㎡超 

②床面積 2000 ㎡ 

以上 

[所管]教育委員会 

   ↓ 

専門業者に委託 

 

建築士 

特定建築物調査員 

建築設備検査員 

防火設備検査員 

3 年毎 

1 回 
●   ●   → 

建築基準法 

第 12 条第 3 項点検 

建築設備 

換気､排煙､非常照明 

防火設備 

防火扉､防火ｼｬｯﾀｰ 

1 年毎 

1 回 
● ● ● ● ● ● → 

学校保健安全法 

施行規則 

第 28 条点検 

非構造部材 

[所管]教育委員会 

   ↓ 

専門業者に委託 

3 年毎 

1 回 
●   ●   → 

[所管]教育委員会 

   ↓ 

施設職員が実施 

毎学期 

1 回 
○ ○ ○ ○ ○ ○ → 

消防法 

総合点検 

※機器は 6 箇月毎 

消防用設備 

消火設備､警報設備､ 

避難設備 

[所管]教育委員会 

   ↓ 

専門業者に委託 

1 年毎 

1 回 
● ● ● ● ● ● → 

電気事業法 
受電設備 

高圧受電設備 

[所管]教育委員会 

   ↓ 

専門業者に委託 

1 年毎 

1 回 
● ● ● ● ● ● → 

水道法 
飲料用受水槽 

有効貯水量 10 ㎥超 

[所管]教育委員会 

   ↓ 

専門業者に委託 

1 年毎 

1 回 
● ● ● ● ● ● → 

フロン排出規制法 

エアコンディショナ 

圧縮機の定格出力 

7.5～50kW未満 

[所管]教育委員会 

   ↓ 

専門業者に委託 

3 年毎 

1 回 
●   ●   → 

表 5-4 自主点検一覧表 

 法令 点検対象 所管・調査者 実施 実施年 
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点検・調査名 規模・設備等 時期 1 2 3 4 5 6 ・ 

自
主
点
検 

設備機器点検 

施設全体 

[所管]教育委員会 

   ↓ 

専門業者に委託 

－ 設備機器毎の定期点検 → 

劣化調査 ※1 

[所管]教育委員会 

   ↓ 

専門業者に委託 

3 年毎 

1 回 
●   ●   → 

日常点検 ※2 

[所管]教育委員会 

   ↓ 

施設職員が実施 

毎月末 

1 回 
○ ○ ○ ○ ○ ○ → 

周期点検 ※3 

[所管]教育委員会 

   ↓ 

施設職員が実施 

毎学期 

1 回 
○ ○ ○ ○ ○ ○ → 

※1 劣化調査は、専門業者が第 12 条点検と併せて実施します。 

※2 日常点検における点検項目は、資料編「資料 2 日常点検のポイント」により実施します。 

※3 周期点検における点検項目は、資料編「資料 3 周期点検のポイント」により実施します。 

 

第２項 点検結果の活用 

 

  所管の教育委員会は、法定点検及び自主点検結果の報告を基に、施設の現況を確認

し、施設ごとに「学校施設カルテ」（資料編：資料 4参照）に取りまとめます。施設

概要、劣化状況や修繕・改修履歴等の記録を蓄積します。 

  各種点検結果の中で予防保全が必要となる部位については、その結果に基づいた対

策を実施し、学校施設の効率的な維持管理に繋げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６章 長寿命化の実施計画               
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第１節 改修等の優先順位付けと実施計画         
 

第１項 改修等の優先順位付け 
 

  長寿命化改修等は「表 4-3目標使用年数」で示した改修周期に基づいた実施を基本

とします。本計画では計画期間 40年（10年ごとに計画の見直し）を見据え、学校施

設の長寿命化を図ることによる、維持・更新コストの縮減と財政負担の平準化が目的

であり、各施設の改修等の優先順位付けを行います。各施設の改修等の優先順位付け

の基準を下記（表 6-1）に示します。 

 

表 6-1 改修等の優先順位付けの基準 

１．小学校 2 校の「改築（建替え）」による「統合小学校」を計画します。 

２．築年数が経過している施設から「長寿命化改修」又は「大規模改造」を実施します。 

３．築 20 年で大規模改造を実施していない施設は他の施設と調整を図った上で、早期に「長寿命化改

修」又は「大規模改造」を実施します。 

４．劣化状況評価において健全度の点数が低い施設から「長寿命化改修」又は「大規模改造」を実施し

ます。 

５．施設規模（工事規模）に応じて、改修等の時期を調整し、工事費を各年度に均等配分します。 

６．各種点検により老朽化状況を確認し、想定以上に劣化等が進行している場合は、優先順位の変更を

検討します。 

 

第２項 実施計画 
 

  改修等の優先順位付けを基に、令和 2（2020）年度から令和 11（2029）年度まで

の 10年間の整備計画（案）を下記（表 6-2）に示します。 

本村の学校施設は、令和 3（2021）年以降の概ね 10年間に大きな事業が集中する

見込みです。今後 10年間の維持・更新コストの合計は約 30億円（約 3.0億円/年）

となり、小学校 2校の「改築（建替え）」による「統合小学校」の計画、中学校の「長

寿命化改修」、教員住宅 3施設の「集約」及び「長寿命化改修」を順次実施していく

必要があります。 

 

 

 

 

 

 

表 6-2 今後 10 年間の整備計画（案） 

（千円） 
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R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度

統合小学校 統合小学校

561,400 561,400

山中湖中学校 山中湖中学校 山中教員住宅 山中教員住宅

389,640 389,640 52,074 52,074

山小教員住宅 山小教員住宅

65,538 65,538

東小教員住宅 東小教員住宅

35,342 35,342

東小特教棟 給食センター

42,768 62,231

各施設 各施設 各施設 各施設 各施設 各施設 各施設 各施設 各施設 各施設

1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091

17,276 17,276 17,276 17,276 17,276 17,276 17,276 17,276 17,276 17,276

42,592 42,592 42,592 42,592 42,592 42,592 42,592 42,592 42,592 42,592

60,959 622,359 622,359 103,727 123,190 450,599 516,137 161,839 148,375 113,033合計

その他

施設整備費

維持修繕費

光熱水費

委託費

大規模

改造

部位修繕

施

設

整

備

費

改築

(建替え)

長寿命化

改修

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 長寿命化のコストの見通し、長寿命化の効果    
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  2020年度を計画初年度とする 2059年度までの 40年間の整備計画は、「表 6-1改

修等の優先順位付けの基準」を基に、改修等の時期を調整することで財政支出のピー

クシフトを行い、長寿命化改修等による維持・更新コストを可能な限り平準化します。 

 

表 6-3 計画期間内の実施方針 

施設名 建物名 実施年度 実施方針 

山中小学校 校舎棟   

  2021～2022 年度 東小学校と統合による 

   改築（建替え） 

東小学校 校舎棟 ※1 2023 年度 長寿命化改修（検討） 

  2041～2042 年度 大規模改造（検討） 

 屋内運動場 ※2 2032～2033 年度 長寿命化改修 

  2052 年度 大規模改造 

 特別教室棟 ※2 2023 年度 大規模改造 

  2041～2042 年度 長寿命化改修 

山中湖中学校 校舎棟 2025～2026 年度 長寿命化改修 

  2045 年度 大規模改造 

 部室棟 2025～2026 年度 長寿命化改修 

  2045 年度 大規模改造 

 体育倉庫棟 2029～2030 年度 長寿命化改修 

  2049 年度 大規模改造 

 外便所棟 2030～2031 年度 長寿命化改修 

  2050 年度 大規模改造 

 外倉庫棟 2034～2035 年度 長寿命化改修 

  2054 年度 大規模改造 

山中小学校 教員住宅（2 棟） 2027～2028 年度 長寿命化改修 

  2046 年度 大規模改造 

東小学校 教員住宅 ※2 2028～2029 年度 長寿命化改修 

  2047 年度 大規模改造 

山中湖中学校 教員住宅（2 棟） 2029～2030 年度 長寿命化改修 

  2048 年度 大規模改造 

学校給食センター 給食センター 2024 年度 大規模改造 

  2042～2043 年度 長寿命化改修 

※1 東小学校（校舎棟）は築 47 年、延べ面積 1,387 ㎡の建物で、長寿命化改修等による維持・更新コスト

が大きな財政負担となることから、今後の活用方法を 2022 年度頃までに検討します。 

※2 東小学校の各施設は、学校施設からの用途変更を検討します。 

 

 

図 6-1 今後の維持・更新コスト（長寿命化型）＋（統合型）＋（平準化） 



41 

 
 

図 6-2 今後の維持・更新コスト（長寿命化型）＋（統合型） ※再掲 

 
 

＋（統合型）＋（平準化） 

統合小学校 

山中湖中学校 

教員住宅 

＋（統合型） 

統合小学校 

山中湖中学校 

教員住宅 
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第７章 長寿命化計画の継続的運用方針          
 

第１節 情報基盤の整備と活用              
 

  本計画の見直しを行うには、「第３章：学校施設の実態」で把握した児童・生徒数、

各種点検結果や修繕・改修履歴等、施設の状態を蓄積した「学校施設カルテ」（資料

編：資料 4参照）を活用します。また、施設整備費の把握、修繕・改修項目と実施時

期の検討や使用状況の比較などに活用します。 

 

図 7-1 情報活用のイメージ 

学校施設の実態  情報基盤の整備  施設整備への活用 

・施設概要  

学校施設カルテ 

 ・施設整備費の把握 

・児童・生徒数   ・維持・更新コストの平準化 

・維持管理費   ・修繕・改修項目と実施時期の検討 

・エネルギー使用量   ・使用状況の比較 

・各種点検結果   ・児童・生徒数の推移を基に、施設 

・修繕・改修履歴   整備の検討 

 

 

第２節 推進体制等の整備                
 

  本計画を継続的に運用するには、施設設置者（教育委員会）と施設管理者（施設職

員）の連携が重要になります。各種点検や本計画の見直しにおいて専門的知識を有す

る職員が必要になりますが、職員を十分確保できない場合は、専門業者への委託によ

り推進体制の充実を図ります。 

 

図 7-2 推進体制のイメージ 

施設管理者  施設設置者  専門業者 

 連携  協働  

学校職員  教育委員会  設計実務者 

給食センター職員  財政部門  メーカー技術者 

   ﾉｳﾊｳ活用  
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第３節 フォローアップ                 
 

  本計画は、計画期間を 40年間と設定していますが、10年ごとに計画の見直しを行

います。その際には、計画の進捗状況や目標達成状況を把握するとともに、各種点検

結果から各施設の老朽化状況を把握し評価を行います。また、学校施設は村民生活に

深く関係するため、これらの情報を共有できるように、村のホームページや広報等を

通じて情報発信し、村民からの意見を参考に計画を推進します 

 

図 7-3 業務サイクル（ＰＤＣＡサイクル） 

   Plan（計画）    

   計画策定と見直し    

       

       

 Action（改善）   学校施設   Do（実施）  

 改善策の立案   マネジメント   計画に基づく実施  

       

       

   Check（評価・検証）    

   取組結果の評価・検証    

       

       

   村民への情報発信    

   村民からの意見    
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第４節 資料編                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

資料１ 不具合箇所報告＆対応記録シート 

    出典：（一財）建築保全センター［https:// www.bmmc.or.jp/system4/jFM_houkoku.html］ 
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資料２ 日常点検のポイント 

出典：（一財）建築保全センター［https:// www.bmmc.or.jp/system4/jFM_houkoku.html］
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資料３ 周期点検のポイント 

出典：（一財）建築保全センター［https:// www.bmmc.or.jp/system4/jFM_houkoku.html］ 
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50 
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資料４ 学校施設カルテ記入例 

出典：（一財）建築保全センター［https:// www.bmmc.or.jp/system4/jFM_houkoku.html］ 

Ⅰ
　
基
本
情
報

Ⅱ
　
施
設
概
要

施
設
番
号

施
設
名
称

○
○
小
学
校

種
別

所
在
地

◇
◇
市
○
○
町
△
-
□

小
学
校

Ⅲ
　
法
定
点
検
結
果

Ⅳ
　
施
設
管
理
者
に
よ
る
点
検
結
果

番
号

年
対
象

種
別

部
位

対
応

資
料
番
号

年
月
日

対
象

種
別

部
位

対
応

H
2
5

１
棟

建
築

挟
ま
れ
防
止
装
置

既
存
不
適
格

１
棟

建
築

雨
漏
り

未
H

2
5

３
棟

給
排
水

換
気
量
不
足

未
H

2
5
.9

.3
0

３
棟

給
排
水

便
器
破
損

使
用
停
止

H
2
5

２
棟

電
気

不
点
灯

修
繕
済

H
2
5
.1

0
.1

5
２
棟

電
気

不
点
灯

修
繕
済

H
2
5

２
棟

建
築

タ
イ
ル
の
浮
き

未
H

2
5
.1

1
.1

0
１
棟

電
気

照
明
器
具
破
損

修
繕
済

H
2
5

敷
地
内

建
築

外
構

地
盤
沈
下

経
過
観
察

番
号

年
対
象

種
別

対
応

年
月
日

対
象

種
別

対
応

H
2
5

消
防

未
外
構

Ⅴ
　
F
M
担
当
部
署
の
所
見

Ⅵ
　
予
算
査
定
事
項

前
年
度
保
留
事
項

棟
名

部
位

改
修
履
歴

保
全
計
画

劣
化
度

優
先
度

所
見

補
助
率

1
棟

外
壁

H
0
2

H
2
6

B
B

1
/
3

今
年
度
新
規
事
項

棟
名

部
位

改
修
履
歴

保
全
計
画

劣
化
度

優
先
度

所
見

補
助
率

1
棟

外
壁

H
0
2

H
2
6

B
A

前
年
度
よ
り
の
持
ち
越
し

1
/
3

2
棟

外
壁

な
し

H
2
7

A
A

1
階
部
分
ク
ラ
ッ
ク
多
い
　
浮
き
、
露
筋
あ
り
。

1
/
3

今
後
予
定
事
項

棟
名

部
位

改
修
履
歴

保
全
計
画

劣
化
度

優
先
度

所
見

補
助
率

体
育
館

屋
根

な
し

H
2
9

B
B

－

Ⅶ
　
行
政
評
価

Ⅷ
　
特
記
事
項

評
価
番
号

特
記
事
項

#
#
#
#

運
動
場
開
放
事
業

%
%
%
%

小
中
学
校
図
書
館
充
実
事
業

&
&

&
&

学
童
保
育
室
運
営
事
業

施
設
所
管
課
（
又
は
施
設
管
理
者
）
記
入
欄

そ
の
他

Ｆ
Ｍ
・
営
繕
部
署
記
入
欄

企
画
・
財
政
部
署
記
入
欄

理
由

2
棟
分
と
し
て

理
由

別
棟
と
同
時
期
で
検
討
。

事
業
名

査
定
額

7
5
,0

0
0
,0

0
0

9
,0

0
0
,0

0
0

－

施
設
カ
ル
テ

学
校
用

敷
地
面
積
（
㎡
）

延
床
（
保
有
）
面
積
（
㎡
）

開
校
年
月

主
所
管
課

関
連
所
管
課

1
8
,9

9
0

4
,1

4
0

S
.4
2
（
1
9
6
7
）
.3

建
基
法
1
2
条
点
検

日
常
点
検
・
周
期
点
検
等

教
育
総
務
課

指
導
課
、
子
育
て
支
援
課

内
容

内
容

防
火
シ
ャ
ッ
タ
ー

2
階
廊
下

給
湯
室

3
階
男
子
ト
イ
レ

誘
導
灯

誘
導
灯

外
壁

理
科
室

そ
の
他
法
定
点
検

ク
レ
ー
ム
・
要
望
等

部
位

内
容

部
位

内
容

非
常
放
送

ア
ン
プ
不
良

グ
ラ
ン
ド

排
水
が
悪
い

－－

要
求
額

歳
入
予
定
額

歳
入
予
定
額

要
求
額

要
求
額

歳
入
予
定
額

6
0
,0

0
0
,0

0
0

6
0
,0

0
0
,0

0
0

1
5
,0

0
0
,0

0
0

－

日
常
点
検
の
も
の
も
、
専
門
家
の
点
検
で
再
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
、
こ
こ
に
記
載
さ
れ
る
と
効
率

的
。

直
近
１
年
分
程
度
。

修
繕
さ
れ
て
い
な
い
も
の
は
引
き
継
ぐ
こ
と
が
必
要
。

施
設
管
理
者
に
よ
る
点
検
結
果
に
統
合
も
可
。

特
記
事
項
に
記
入
も
可
。

今
回
要
求
部
位
の
改
修
履
歴
は
判
断
材
料
。
年
度

を
記
入
。

保
全
計
画
は
公
式
な
個
別
計
画
が
で
き
て
い
な
け

れ
ば
無
で
も
可
。

保
全
計
画
が
で
き
て
い
な
く
て
も
お
お
よ
そ
で
記
入
で

き
れ
ば
し
て
お
く
と
、
今
後
の
目
安
や
、
道
連
れ
工
事

の
判
断
に
有
効
。

補
助
率
だ
け
で
可
。

計
画
レ
ベ
ル
の
金
額
が
不
明
で
あ
れ
ば
未
記
入
で
も
可
。

要
求
額
（
概
算
）
は
、
所
管
課
（
予
算
要
求
課
）
が
記
入
。

タ
イ
ト
ル
は
自
治
体
に
合
わ
せ
る
。

利
用
状
況
、
財
政
状
況
と
の
紐
付
け
。

主
所
管
課
以
外
の
も
の
も
忘
れ
ず
に
。

施
設
所
管
課
で
繰
り
返
し

修
繕
し
て
い
る
よ
う
な
項
目
は
特
記
に
記
入
。

ｅ
ｘ
.1
棟
屋
上
か
ら
の
漏
水
は
過
去
3
年
で
3
回
な
ど
。

実
施
し
て
い
る
事
業
に
つ
い
て
、
特
に
示
し
て
お
く
べ
き
事
項
が
あ
れ

ば
記
入
。

査
定
額
は
全
体
金
額
で
も
可
。

所
管
課
ご
と
の
枠
配
で
も
施
設
ご
と
の
投

入
金
額
は
示
す
ほ
う
が
望
ま
し
い
。

優
先
度
は
必
須
。

劣
化
度
は
な
く
て
も
可
。

資
格
者
が
行
っ
た
点
検
結

果
を
記
入
す
る
欄

管
理
者
（
素
人
）
の
目
線
で
気
づ
い
た

と
こ
ろ
を
記
入
す
る
欄

総
合
的
に
技
術
者
で
判

断
し
て
記
入
す
る
欄

企
画
・
財
政
部
門
の
総
合
的
判
断

で
予
算
配
分
を
記
入
す
る
欄

各
部
門
か
ら
の
申
し
送
り

事
項
を
記
入
す
る
欄

ど
う
い
っ
た
目
的
で
施
設

を
利
用
し
て
い
る
の
か
を

共
有
す
る
欄
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